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ＮＴＴ東日本関東病院は東日本電信電話株式会社によって運営されております。
外国人患者受入れに関しては、JCI、JMIP、JIHの認定を受けております。 
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ＮＴＴ東日本関東病院は品川区に位置しており、羽田空港のある大田区に隣接し
ております。 
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港区には多数の外国人が在住しており、割合は7.6％です。近隣各区における国
籍別外国人人数上位5位は中国、韓国、フィリピン、ネパール、米国です。対応言
語は中国語、英語がメインになります。 
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外国人宿泊者数が都内で最も多いのが港区になります（2017/4）。そのため、外
国人が来院する機会が多くなっています。 
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当院の外国人外来受診状況について、患者数が毎年増加しています。国籍別上
位三位は中国、アメリカ、韓国です。診療科別上位三位は産婦人科、ペイン科、皮
膚科です。保険種類は国保、社保、自費がメインになります。 
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当院の外国人入院状況（2016年度）について、患者数が毎年増加しています。国

籍別上位三位は中国、アメリカ、韓国です。診療科別を見ると婦人科が突出して
多いです。保険は自費負担が多くなっております。 
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当院の外国人患者対応の沿革として、2012年11月より、電子カルテに国籍情報入
力開始しました。2016年11月より、非居住外国人患者の医療費を1点20円に定め

ました。また、外国人患者の身分証確認を厳格化しました。これにより、未集金の
解消、外国人患者情報の把握ができるようになりました。 
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当院の外国人患者対応の体制です。 
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外国人患者は中長期滞在の在住者、商用、観光目的の短期滞在者、治療、健診
目的の短期滞在者に分けられます。 
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在住者とは、日本に３ヶ月以上滞在、住民登録済、健康保険制度に加入済、もしく
は生活保護を受ける方のことです。対応は基本的に日本人と同じで、必要に応じ
て、外国語で対応します。 
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駐留米軍及び家族は在留カードがないですので、本人確認はCACカードや運転免

許証で確認します。米軍は健康保険証がないが軍病院からの紹介か保険会社な
ど通じて来院しますので、未収金のリスクはほぼゼロです。 
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外交官は在留カードがないですので本人確認は身分証明票や旅券で確認しま
す。外交官は基本的に英語ができますので、言語対応が大体不要ですがご家族
の場合、言語対応が必要になります。未収金のリスクはほぼゼロです。 
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商用、観光目的の短期滞在者については、急な傷病がメインになります。健康保
険証がなく、旅行保険未加入の場合は支払が困難になることもあります。特に経
済格差のある国の患者は未収金リスクが激増しています。また、短期滞在者は日
本医療や文化への理解が乏しいので、トラブルが発生することがあります。短期
滞在者は滞在期限がありますので、診療計画に制限があります。 
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治療・健診目的の短期滞在者については、仲介業者を通じて、ビザや前払いなど
の事前準備をしていますので、特に問題がありません。だだし、優良な仲介業者と
取引が必要となります。また、末期がんの患者受け入となると、注意が必要です。 
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外国人患者の滞在期間、支払方法の把握が必要です。保険証の使い回し、偽造
物使用を防止する為、新規患者登録時、または保険資格更新時に写真付身分証
の確認が重要です。保険外診療で高額になる場合は、事前の概算提示をおすす
めします。こうした取り組みで、医療安全、外国人患者のデータ分析及び受入れ方
向性の検討、未収金の防止に繋がります。 
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「在留カード」及び「特別永住証明書」の見方は法務省のホームページに掲載され
ています。更新中の場合は、「申請中」と表示されます。また、正当な理由で在留
カードがない場合、「在留カード後日交付」と書いてあるシールがパスポートに貼っ
てあります。 
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医療費が高額になる場合、在留カードが有効であるかどうかを法務省のホーム
ページで確認すると良いでしょう。 
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当院では、上記のように外国人患者種別で対応の仕方が分かれています。非居
住の外国人患者は国際室が対応します。短期滞在の外国人患者は基本的に日
本人と同様の対応をします。対応困難の場合は、国際室が対応します。また、在
留外国人は在留カードの携帯が義務付けられますので、提示を申し出ると大体見
せてくれます。 
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当院では電子カルテに国籍、対応希望言語、保険情報を入力します。入力のデー
タにより集計、分析し、外国人患者の動向が見せるようになりました。 
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ホームページを多言語化し、ある程度の情報提供が可能になりますので、電話や
窓口での説明が省かれます。 
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当院はパンフレット、案内タッチパネルも多言語（日、英、中）で対応しております。 
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当院の院内サインは日、英で表示されています。 
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院内文書は併記（日、英）をお勧めします。当院の院内サイトでは各診療科をク
リックしたら、問診票が打ち出せるようにしてあります。 
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説明書・同意書など、見出しだけでも、日本語と英語の併記が必要です。 
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「くすりのしおり」というサイトで薬情の情報がありますので、薬剤部の方と話しあっ
て、打ち出して患者様に渡すこともできます。 
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夜間休日の場合は、遠隔通訳（タブレット型）を導入して対応することをお勧めしま
す。 
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入院申込書にもサインを貰ったが、「サインを求められたからしただけで、同意した
わけではない」とのこと。 

ポイント：日本語を話せても英語で話してきたりという、確信犯的な対応をしてくる
ケースもあるため、あきらめずに対応をすること。 

33 



もともと帰国日程が近かったこともあり、退院を強く希望された。文化の違いによる
患者側の不信感が強く、医師とのコミュニケーションを十分に取れる状態ではな
かったため、診療を断念する結果となった。 
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ポイント：本人は上記のような支払い方法についても知らないことが多々あるた
め、医療機関側が提案の引き出しを多く持つことが大切。 
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ポイント：患者もしくは患者の家族から大使館等へ治療・入院等が必要な旨、現時
点で支払いが困難な旨を伝えてもらい解決するケースもある。病院から大使館に
連絡するのではなく、出来るだけ患者か患者の家族から連絡することで、大使館
側も自国民の支援といった意味で動きやすくなるのではないか。 
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保険証所持での医療ＶＩＳＡ発行に対して年金事務局に問い合わせたが、特に問
題ないとの事で保険診療で医療ビザを使用して訪日。 

ポイント：非居住の方の来院が増えており、これまでの保険診療での対応が少し
難しくなる。日本での滞在期間等を考慮し、治療計画を立てる等、ドクターと外国
人の間でしっかりと話しを詰めておくことが必要。 
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